
公立大学法人山梨県立大学情報セキュリティ本部規程 
（平成２２年４月１日制定 法人第２５０１号）  

 
 
第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学基本規則第１８条第２項の規定に基づき、

公立大学法人山梨県立大学情報セキュリティ本部（以下「本部」という。）に関し必要

な事項を定める。  
（目的）  
第 ２ 条  本 部 は 、 公 立 大 学 法 人 山 梨 県 立 大 学 （ 以 下 「 本 学 」 と い う 。） に お け る                       

情報処理システム及びネットワーク等の情報基盤を総合的・統合的に管理し、全学的な

情報化を計画的かつ円滑に推進することを目的し、次に掲げる事項を実施する。  
 (１) ＩＴを活用した政策の企画・実施に関する事項 

 (２) 情報システムの開発・管理・運営・最適化に関する事項 

(３) ネットワークの安定稼働及びセキュリティ対策に関する事項 

(４) 各種業務システムの維持管理に関する事項         

(５) 各種業務システムの活用による業務効率の向上のための利用支援に関する事項 

(６) 情報リテラシー能力の向上に関する事項   

(７) 各種の情報公開に関する事項     

(８) その他本部が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(１) 理事長が指名する理事 

(２) 情報委員会委員長 

(３) アドミッションズ・センター長  

(４) 総務課長 

(５) 経営企画課長 

(６) 教務連携課長 

(７) 学生支援課長 

(８) 池田事務室長 

(９) その他本部長が指名する者 

２ 本部に本部長を置き、前項第１号の者をもって充てる。  
３ 本部長は、本部の業務を統括する。  
４ 本部長は、本部の会議を招集し、その議長となる。  
（会議）  
第４条 本部の会議は、本部構成員の過半数の出席をもって成立する。  
（議事）  
第５条 本部の会議の議事は、出席者（議長を除く。）の過半数をもって決し、可否同数の

ときは議長の決するところによる。  
２ 前項の場合において、議長は議決には加わらないものとする。  
（意見の聴聞）  
第６条 議長が必要と認めるときは、本部の会議に本部構成員以外の者の出席を求め、意

見を聴くことができる。  
（委員会）  
第７条 本部の円滑な運営を図るため、情報委員会を置く。  
２ 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。  
（事務） 

第８条 本部の事務は、経営企画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、本部に必要な事項は、別に定める。 

  



附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この細則は、平成３１年３月２８日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。  
   

附 則  
この規程は、令和５年４月１日から施行する。  
 

附 則  
この規程は、令和７年４月１日から施行する。  
 


